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B 9719：2022 (ISO 20607：2019) 

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本機械工業連合会（JMF）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出

があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本産業規格であ

る。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 B 9719：2022 
 (ISO 20607：2019) 

機械類の安全性－取扱説明書－ 

作成のための一般原則 

Safety of machinery-Instruction handbook-General drafting principles 

 
序文 

この規格は，2019 年に第 1 版として発行された ISO 20607 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。なお，この規格は，JIS B 9700 のまえがきで示されたタイプ B 規格で

ある。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，機械類の取扱説明書の安全に関連する部分を作成するに当たり，機械製造業者に対する要

求事項について規定する。 

この規格は， 

－ JIS B 9700 の 6.4.5［附属文書（特に，取扱説明書）］に規定する使用上の情報における一般要求事項に

関する詳細な仕様を提供する，及び 

－ 機械のライフサイクルの全局面を考慮して，取扱説明書の安全における内容，対応する構成及び体裁

を取り扱う。 

注記 1 JIS B 9700 の箇条 6（リスク低減）には機械におけるリスク低減のための方法論が示されてお

り，また，使用上の情報並びに本質的安全設計方策，安全防護及び付加保護方策が含まれる。 

注記 2 附属書 A に，JIS B 9700 の 6.4（使用上の情報）とこの規格との対応表を記載する。 

注記 3 全体としての説明書の構想及び作成に関する情報は，IEC/IEEE 82079-1 に示されている。 

この規格は，残留リスクに関する情報を提供するために不可欠な原則を定める。 

この規格は，騒音及び振動放射の宣言に関する要求事項は規定しない。 

この規格は，公示日以前に製造された機械類には適用しない。 

注記 4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 20607:2019，Safety of machinery－Instruction handbook－General drafting principles（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

  


